
事務事業評価表【評価版】

事業名：

政策

施策

基本事業

終了年度開始年度

事務事業の目的と成果

指標・事業費の推移

事業内容（主なもの） 費用内訳（主なもの）

区分 単位

事　業　費 (A) 千円

対象（誰、何に対して事業を行うのか）

手段（事務事業の内容、やり方）

意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

実施計画
事業認定

会計区分 補助金

千円

千円

正職員人件費(B)

総事業費 ( A + B )

平成26年度 【     142】

一時預かり事業 保育課　保育係

03 安心を感じる保健・医療・福祉の充実

子育て環境の充実03

02 未就学期児童への支援

平成 2年度 ― 事業補助対象 一般会計

一時預かりを必要とする児童

一時預かり申請書により一時預かり実施園又は保育課へ申請する。保育所では緊急・一時的に保育が必要な日に開所時間（午
前7時15分から午後6時15分まで）の間で保育する。利用料は1日、1,500円（3歳未満児）、1,400円（3歳以上児）。
【補助金の根拠】「江別市一時預かり事業実施要綱」、「江別市保育対策等促進事業等補助要綱」

保護者の就労形態、傷病、出産、冠婚葬祭及び育児疲れ解消等多様な保育ニーズに対する子育てを支援する。

23年度実績 24年度実績 25年度実績 26年度当初

276 250対象指標１ 一時預かり登録児童数 人 251 288

対象指標２

活動指標１ 民間実施園に対する補助金額 千円 14,467 18,852 18,501 29,260

活動指標２ 公立実施園の事業費 千円 4,181 3,608 4,250 0

成果指標１ 一時預かり延べ利用者数 人 7,948 7,909 8,272 8,000

成果指標２

18,648 22,460 23,810 29,260

2,408 2,405 2,344 2,347

21,056 24,865 26,154 31,607

緊急・一時的に保育が必要な日に開所時間（午前7時15分から午後
6時15分まで）の間で保育を行う。

報酬 5,280千円、需用費 25千円、役務費 4千円、負担金・補助及
び交付金 18,500千円

25年度

user
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―



事業を取り巻く環境変化

事業開始背景

事業を取り巻く環境変化

根拠
理由

根拠
理由

根拠
理由

根拠
理由

根拠
理由

保護者の就労形態、傷病、出産、冠婚葬祭から育児疲れ解消等に対応する子育て支援を行うため、児童の一時預か
りが必要であることから事業開始をした。

国の補助要綱において、「一時保育」から「一時預かり」に名称変更したことを受け、平成22年4月1日付で要綱を
一部改正した。

平成25年度の実績による担当課の評価（平成26年度７月時点）

（1）税金を使って達成する目的（対象と意図）ですか？市の役割や守備範囲にあった目的ですか？

就労形態はもとより、多様なライフスタイルとともに育児負担の軽減を図るな
ど、多様な保育ニーズに応えるため、民間保育園に対して国の保育対策等促進
事業補助要綱に基づき実施するもので妥当である。

妥当である

妥当性が低い

▼

（2）上位の基本事業への貢献度は大きいですか？

就労形態はもとよりライフスタイルの多様化に伴う、保育ニーズに応えるもの
で、子育て環境の充実はもとより、ワーク・ライフ・バランスの推進にも繋が
り、貢献度は大きい。

貢献度大きい

貢献度ふつう

貢献度小さい

基礎的事務事業 ▼

（3）計画どおりに成果は上がっていますか？計画どおりに成果がでている理由、でていない理由は何ですか？

新たにみどり保育園で一時預かり事業を実施するなど前年度に比べ利用者は増
加しており、多様な保育ニーズに応えるとともに、子育て中の親の育児負担の
軽減も図られるなど、概ね成果が上がっている。

上がっている

どちらかといえば上がっている

上がらない

▼

（4）成果が向上する余地（可能性）がありますか？その理由は何ですか？

みどり保育園の施設整備に伴い、平成２５年度より同園においても一時預かり
事業を開始し、現在、官民併せ６施設で実施しており、今後も一時預かり事業
の需要を踏まえた実施園の拡大等により成果が向上する余地がある。

成果向上余地　大

成果向上余地　中

成果向上余地　小・なし

▼

（5）現状の成果を落とさずにコスト（予算＋所要時間）を削減する方法はありませんか？

所要経費削減に向け保育体制等十分配慮しており、国の次世代育成支援対策交
付金要綱に基づき実施していることからコスト削減の余地はない。

ある

なし

▼




